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告 示 

 

島根県告示第446号 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定により、令和６年６月12日付け

で特定農業用ため池を次のとおり指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和６年７月２日 

島根県知事 丸 山 達 也   

所 在 地 特定農業用ため池の名称 

松江市 田畑池 外４箇所 

出雲市 猿喰下 外78箇所 

大田市 田村池 

安来市 家の後ろ 

雲南市 灰ヶ廻 外５箇所 

邑智郡邑南町 柳迫 

特定農業用ため池の所在地の詳細等は省略し、一覧表を島根県農林水産部農地整備課のホームページに掲載する。 

 

 

島根県告示第447号 

 令和６年島根県告示第334号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の相手

方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を大田市役所に掲示する

とともにその要旨を告示する。 

  令和６年７月２日 

島根県知事 丸 山 達 也   

 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方 

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方 

大田市三瓶町多根轆轤樹谷イ586－２ 森山 直治 

 

 

島根県告示第448号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。 

  令和６年７月２日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 届出の概要 

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   ダイレックス出雲平田店 島根県出雲市平田町字京塚1864番２外 

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所 

   ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

 ⑶ 変更した事項 
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  ア 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

    （変更後）ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

  イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

    （変更後）ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

⑷ 変更の年月日 

   令和６年３月１日 

２ 届出年月日 

  令和６年６月20日 

３ 届出及び添付書類の縦覧場所 

  出雲市商工振興部商工振興課（出雲市今市町70） 

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等 

 ⑴ 意見書の提出先 

   松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課 

 ⑵ 意見書に記載すべき事項 

  ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

  イ アの記載事項についての公表の意思の有無 

  ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 

  エ 意見の内容 

  オ 意見を述べる理由 

 ⑶ その他 

   意見書に記載する氏名は、自署によること。 

 

 

島根県告示第449号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。 

  令和６年７月２日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 届出の概要 

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   ダイレックス益田店 島根県益田市乙吉町イ22番２外 

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所 

   ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

 ⑶ 変更した事項 

  ア 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

    （変更後）ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 
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  イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

    （変更後）ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

⑷ 変更の年月日 

   令和６年３月１日 

２ 届出年月日 

  令和６年６月20日 

３ 届出及び添付書類の縦覧場所 

  益田市産業経済部産業支援センター（益田市駅前町17－１） 

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等 

 ⑴ 意見書の提出先 

   松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課 

 ⑵ 意見書に記載すべき事項 

  ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

  イ アの記載事項についての公表の意思の有無 

  ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 

  エ 意見の内容 

  オ 意見を述べる理由 

 ⑶ その他 

   意見書に記載する氏名は、自署によること。 

 

 

島根県告示第450号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。 

  令和６年７月２日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 届出の概要 

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   ダイレックス江津店 島根県江津市二宮町神主ハ184番３外 

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所 

   ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

 ⑶ 変更した事項 

  ア 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

    （変更後）ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

  イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 

    （変更後）ダイレックス株式会社 代表取締役 五味 肇 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 
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⑷ 変更の年月日 

   令和６年３月１日 

２ 届出年月日 

  令和６年６月20日 

３ 届出及び添付書類の縦覧場所 

  江津市商工観光課（江津市江津町1016番地４） 

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等 

 ⑴ 意見書の提出先 

   松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課 

 ⑵ 意見書に記載すべき事項 

  ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

  イ アの記載事項についての公表の意思の有無 

  ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 

  エ 意見の内容 

  オ 意見を述べる理由 

 ⑶ その他 

   意見書に記載する氏名は、自署によること。 

 

正 誤 

 

令和６年６月25日付け島根県報第526号中に誤りがあったので、次のように訂正する。 

ページ 行 誤 正 

５ 上から４ ⑹ 自動溶接機等の工場設備及び軽金属溶

接構造物製造工場（分類Ｈ級）を有し、

溶接技術者により施工できる者であるこ

と。 

 

⑹ 軽金属、鋼構造等の製作に必要な工場

設備及び技術を有すること。 

 

 

 


